
門真市個人情報の保護に関する法律施行条例（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

【解説】 

 この条例の趣旨について規定しています。令和５年４月１日以降は、個人情報の保

護に関する法律に基づき、本市の個人情報の取扱いが行われることとなります。しか

しながら、一部については条例において独自の措置を設けることが許容されているた

め、この条例において、必要な事項を定めるものです。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長（水道事業及び公共下水道事業の

管理者の権限を行う市長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監

査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

２ この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成15

年政令第507号）において使用する用語の例による。 

【解説】 

この条例で使用する用語の定義について定めています。 

 

 （目的外利用等登録簿及び事務登録簿） 

第３条 実施機関は、法第69条第１項又は第２項の規定による利用目的以外の目的の

ための利用又は提供（以下「目的外利用等」という。）をしようとする保有個人情報

について、次に掲げる事項を記載した帳簿（以下「目的外利用等登録簿」という。）

を備え付けなければならない。 

 ⑴ 目的外利用等をしようとする保有個人情報の名称 

 ⑵ 目的外利用等をしようとする保有個人情報の記録項目 

 ⑶ 目的外利用等をしようとする理由 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、保有個人情報の目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ、



当該保有個人情報について目的外利用等登録簿に登録しなければならない。 

３ 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）につ

いて、次に掲げる事項を記載した帳簿（以下「事務登録簿」という。）を備え付けな

ければならない。 

 ⑴ 個人情報取扱事務の名称 

 ⑵ 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称 

 ⑶ 個人情報取扱事務の目的 

 ⑷ 個人情報の記録項目 

 ⑸ 個人情報の記録範囲 

 ⑹ 記録情報の収集方法 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

４ 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個

人情報取扱事務について事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変

更しようとするときも、同様とする。 

５ 実施機関は、前項の規定により事務登録簿に登録した個人情報取扱事務を廃止し

ようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務についての記載を消除しな

ければならない。 

６ 実施機関は、目的外利用等登録簿及び事務登録簿を一般の閲覧に供しなければな

らない。 

７ 第１項から第４項までの規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る保有

個人情報又は個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に

関する事項又はこれらに準ずる事項を記録し、又は取り扱うもの（職員の採用試験

に関する保有個人情報及び個人情報取扱事務を含む。）については、適用しない。 

【解説】 

目的外利用等登録簿及び事務登録簿の作成及び公表について規定しています。目的

外利用等をする際には目的外利用等登録簿を作成し、個人情報を取り扱う際には事務

登録簿を作成し、それぞれ公表することを規定しています。 

第１項では、目的外利用等登録簿の作成について義務付けています。 

 第２項では、目的外利用等登録簿への登録は、当該保有個人情報を目的外利用等す

る前に、あらかじめ登録しなければならない旨を規定しています。 



第３項では、事務登録簿の作成について義務付けています。 

第４項では、事務登録簿への登録は、当該個人情報取扱事務を開始しようとする前

に、あらかじめ登録しなければならない旨を規定しています。 

 第５項では、事務登録簿に登録した個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、

あらかじめ当該個人情報取扱事務についての記載を消除することを規定しています。 

 第６項では、実施機関が保有する個人情報の取扱いを明確にするため、目的外利用

等登録簿及び事務登録簿を公表することを規定しています。 

 第７項では、職員に関する人事情報等については、内部管理事務に関する情報であ

ることから、目的外利用等登録簿及び事務登録簿の作成対象外とすることを規定して

います。 

 

（開示請求に係る手数料） 

第４条 法第89条第２項に規定する条例で定める額の手数料は、無料とする。 

【解説】 

開示請求者の利便性並びに門真市情報公開条例に基づく公文書の開示請求制度及び

現在の門真市個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求制度との整合性の観点か

ら、自己情報の開示請求を行うに当たっての手数料については無料とすることを規定

します。これとは別に開示資料の写しの交付に係るコピー代、記録媒体の費用等につ

いては、実費徴収する旨を規則において定める予定です。 

 

 （開示決定等の期限） 

第５条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。た

だし、法第77条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し

た日数は、当該期間に算入しない。 

【解説】 

 法第83条第１項において開示請求に対する開示決定等は、請求があった日から30日

以内にしなければならないこととされていますが、門真市情報公開条例に基づく公文

書の開示請求制度及び現在の門真市個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求制

度との整合性の観点から、決定期限を法よりも短い15日以内とすることを規定してい

ます。 



 （開示決定等の期限の特例） 

第６条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい

支障が生ずるおそれがある場合には、前条及び法第83条第２項の規定にかかわらず、

実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に

開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれ

ば足りる。この場合において、実施機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者

に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

【解説】 

 第５条において、開示決定等の期限を法で定める30日以内ではなく、15日以内とす

ることに伴い、法第84条に定める開示決定等の期限の特例規定の基準となる期日につ

いて、法で定める60日以内ではなく、45日以内とするものです。これは開示決定等の

期限である「15日以内」に、法第83条第２項の規定により事務処理上の困難その他正

当な理由がある場合に「30日以内」に限り認められる開示決定等の延長の日数を加え

たものです。 

 

 （門真市個人情報保護審査会への諮問） 

第７条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正

な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると

認めるときは、別に定める門真市個人情報保護審査会に諮問することができる。 

 ⑴ この条例を改正し、又は廃止しようとする場合 

 ⑵ 法第66条第１項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用

上の基準を定めようとする場合 

【解説】 

 第１号から第３号までに掲げる案件に該当し、かつ、個人情報の適正な取扱いを確

保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、

別に定める門真市個人情報保護審査会への諮問を行うことについて規定するものです。 



 第１号では、この条例の内容を改正し、又は廃止する場合を規定しています。 

 第２号では、法第66条第１項に基づく保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止

その他の保有個人情報の安全管理のために行う必要かつ適切な措置の基準を定める場

合を規定しています。 

第３号では、法律の範囲内で独自の個人情報保護に関する施策を行う場合、マイナ

ンバーに関する情報の取扱いについて意見を聴く場合等の個人情報の取扱いに関する

運用上の基準を定めようとする場合を規定しています。 

 

 （個人情報管理責任者） 

第８条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、当該実施機関の職員

のうちから個人情報管理責任者を定めなければならない。 

【解説】 

 実施機関内における内部管理のため、個人情報管理責任者を設置することを規定し

ています。 

 

（運用状況の公表） 

第９条 市長は、毎年度、法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。 

【解説】 

 現在行っている門真市個人情報保護条例の運用状況の公表に引き続き、法及びこの

条例の運用状況の公表を行うことを規定しています。これは、法第165条に基づき個人

情報保護委員会が行う法の施行状況の公表とは別のものです。 

 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

【解説】 

 開示請求があった際の開示資料の写しの交付に係るコピー代等、条例の施行に関し

必要な事項を規則で定める旨を規定しています。 

 

   附 則 

 （施行期日） 



第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

【解説】 

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報

の保護に関する法律の一部改正のうち、地方公共団体関連部分の施行日に合わせてい

ます。 

 

 （門真市個人情報保護条例の廃止） 

第２条 門真市個人情報保護条例（平成11年門真市条例第14号。以下「旧条例」とい

う。）は、廃止する。 

【解説】 

 この条例の施行に伴い、現在の本市の個人情報の取扱いについて規定している門真

市個人情報保護条例は、廃止します。 

 

 （門真市暴力団排除条例の一部改正） 

第３条 門真市暴力団排除条例（平成24年門真市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（個人情報の収集及び提供） 

第14条 門真市個人情報の保護に関する法

律施行条例（令和４年門真市条例第●号）

第２条第１項に規定する実施機関（以下

「実施機関」という。）は、この条例に

基づき暴力団の排除を図るため、実施機

関が定めるところにより、必要な個人情

報（個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第57号）第２条第１項に規定す

る個人情報をいう。以下同じ。）を収集

（個人情報の収集及び提供） 

第14条 門真市個人情報保護条例（平成11

年門真市条例第14号）第２条第１号に規

定する実施機関（以下「実施機関」とい

う。）は、この条例に基づき暴力団の排

除を図るため、実施機関が定めるところ

により、必要な個人情報（同条第２号に

規定する個人情報をいう。以下同じ。）

を収集するものとする。 



改正後 改正前 

するものとする。 

２ 略 ２ 略 

【解説】 

 附則第２条の規定により門真市個人情報保護条例が廃止されることに伴い、同条例

を引用している箇所について、規定整備するものです。 

 

 （門真市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第４条 門真市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年門真

市条例第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 実施機関 門真市個人情報の保護に

関する法律施行条例（令和４年門真市

条例第●号）第２条第１項に規定する 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 実施機関 門真市個人情報保護条例

（平成11年門真市条例第14号）第２条

第１号に規定する実施機関をいう。 

  実施機関をいう。  

【解説】 

 附則第３条同様、附則第２条の規定により門真市個人情報保護条例が廃止されるこ

とに伴い、同条例を引用している箇所について、規定整備するものです。 

 

（経過措置） 

第５条 次に掲げる者に係る旧条例第３条第２項又は第10条第３項の規定によるその



職務又は事務に関して知り得た旧条例第２条第２号に規定する個人情報（以下「旧

個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しては

ならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

 ⑴ この条例の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実

施機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職

員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事して

いた者 

 ⑵ この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた

事務又は公の施設（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第１項に規定する

公の施設をいう。）の管理の事務に従事していた者 

２ この条例の施行前に旧条例第11条（第２項及び第３項の規定を第17条第３項及び

第19条第２項において準用する場合を含む。）、第17条第１項又は第19条第１項の規

定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及

び利用停止については、なお従前の例による。 

３ 旧条例第23条の規定は、令和５年６月30日までの間、なおその効力を有する。 

４ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関

が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第３号に規定す

る公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の同条第４号に規定す

る保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し

たもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行

後に提供したときは、２年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。 

 ⑴ この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前にお

いて旧実施機関の職員であった者 

 ⑵ 第１項第２号に掲げる者 

５ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧

実施機関が保有していた旧条例第２条第４号に規定する保有個人情報をこの条例の

施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき

は、１年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。 

６ 前２項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 

 



【解説】 

 個人情報の取扱いに関する規定が門真市個人情報保護条例（以下「旧条例」といい

ます。）からこの条例に代わることに伴い、制度の円滑な移行のため、経過措置を設け

ています。 

 第１項では、旧条例における実施機関の職員、個人情報の取扱いの委託を受けて個

人情報の取扱いを行っていた者等に対する秘密の保持について義務付けています。 

 第２項では、旧条例に基づく保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求があっ

た場合の取扱いについて規定しています。 

 第３項では、令和４年度分の旧条例の運用状況を公表することができるようその根

拠となる規定を定めています。 

 第４項から第６項まででは、旧条例で定めている罰則規定のうち、経過措置が必要

であるものについて、規定しています。 

 


